バームハイツ西葛西自治会掲示板使用規則（案）
バームハイツ西葛西自治会掲示板（以下、「掲示板」という）の使用基準は、次のとおりとする。
（目  的）
第１条    掲示板の掲示は、バームハイツ西葛西自治会（以下、「自治会」という）の会則に基づき、広く会員の暮らしに必要な情報を周知・共有するとともに、会員相互および近隣住民との交流を図り、快適で安心・安全なコミュニティづくりに資することを目的とする。
（掲示内容）
第２条    掲示板の掲示内容は、前条の目的にふさわしい、非営利で公共・公益に資する次の事項とする。
①  自治会の活動に関する事項
②　子供会の活動に関する事項
③  認定クラブの活動に関する事項
④  行政および公共機関の連絡に関する事項
⑤  バームルームおよび集会室で行う行事等に関する事項
⑥  会員相互の親睦・交流に関する事項
⑦  その他自治会が必要と認めた事項
（申  請）
第３条     前条⑤⑥⑦の掲示は、掲示希望者が所定の使用申請書を自治会長に提出し、自治会の承認を得る。
２  前項の掲示は、原則として下記の基準に従い、掲示物の見本を添えて申請する。
      ①申 請 者    自治会会員
②サ イ ズ    Ａ４判以下
      ③掲示期間    １４日以内
      ④申請受付    使用希望日の1ヵ月前から
（承  認）
第４条    自治会は、前条の申請があったときは、第１条～第３条の規定に基づき、運営会議において承認の可否を決め、その結果を申請者に通知する。
２　承認に当って、申請内容または掲示物の一部変更を求める場合がある。
 （使用料）
第５条   掲示板の使用料は、無料とする。
（規則の変更または廃止）
第６条   この使用規則を変更または廃止するときは、自治会総会の承認を得なければならない。→　運営会議にて決定
附　  則
この使用規則は、自治会総会の承認を得た日から施行する。
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